
令和〇年〇月〇日

　金ケ崎町農業委員会　会長　　　様 耕作者・買入者

氏名

所有者・売渡者

氏名

住所 住所

氏名 氏名

電話 携帯電話 電話 携帯番号

自作地 借入地 計

面　積 10a当たり 金　額 100ａ 10ａ 110ａ

大字 字 地番 登記簿 現況 (㎡) (円) （円） 20ａ 0ａ 20ａ

三ケ尻 ○○○ 18-1 田 田 1,500 水田 100,000 150,000 □農業廃止のため ａ ａ ａ

三ケ尻 ○○○ 18-2 田 田 800 水田 100,000 80,000 □兼業による経営縮小 120ａ 10ａ 130ａ

三ケ尻 ○○○ 18-3 田 田 800 水田 100,000 80,000 □労力不足のため 飼養家畜

三ケ尻 ○○○ 19 畑 畑 500 普通畑 50,000 25,000 □耕作不便、低生産地のため トラクター １台

西根 ○○○ 67 田 田 900 水田 100,000 90,000 □資金が必要なため 田植え機 １台 農業専従者

西根 ○○○ 88 畑 畑 400 普通畑 50,000 20,000 　□営農資金 コンバイン １台 １人 (　　０人)

以下余白 　□農地購入資金 乾燥機 １台 農業補助者

　□相続資金 トラック １台 ２人(　　　１人)

　□農業外の事業資金

　□住宅資金

　□負債整理資金

　□災害に基づく資金

　□療養その他生活資金 □

□開発計画に協力するため □

□相手方の要望に応えるため □

　　　経常賦課金（水利費等）　□延滞なし　　　□延滞あり

　　　償還賦課金　　　　　　　□延滞なし　　　□延滞あり

4,900 445,000合　計

法令遵守等の確認事項（申告）

農作業を従事する者を配置し、各農地で農作業を行うことが可能である。

農業関係法令（農地法、農振法、種苗法、農薬取締法）の違反無し。

（法人の場合のみ）拒否権付株式の発行をしていない。

　上記以外の理由の場合は
　その理由を記入のこと

　その他参考事項

　土地改良区の賦課金等の延滞等（土地所有者）

農地の集積に協力し、経営規模を拡大するため

所在：金ケ崎町 地　目
内容

田

畑

採草放牧地

計

主な利用農機具 農業従事者
（15歳以上65歳未満)

乳用牛    頭
繁殖牛    頭
肉用牛    頭
繁殖豚    頭
肉用豚    頭
採卵鶏    羽
ﾌﾞﾛｲﾗｰ    羽

　買入理由（規模拡大の理由を具体的に記入のこと）

0197-42-○○○○ 090-1234-○○○○ 0197-42-○○○○ 080-1234-○○○○

土　地　の　表　示 所有権以外
に設定され
ている権利
の種類

譲渡価格
譲　渡　理　由

（✓を付すこと）

経
営
内
容
等

農用地経営面積

所有者

金ケ崎町三ケ尻○○○番地 金ケ崎町西根○○○番地

三ケ尻　次郎 金ケ崎　太郎

農用地等の買入れ及び売渡しあっせん申出書

　次の農用地等を農地中間管理機構の特例事業（農地売買等事業）により、公益財団法人岩手県農業公社が買い入れ、売り渡すよう、農業経営基盤強化促進法第22条第１項の規定に基
づきあっせんを申出します。

あっせん申出農用地等 耕作者・買入者

金ケ崎　太郎

三ケ尻　次郎

記載例

【添付書類】

・土地の登記事項証明書（全部事項証明書） 各１通 （法務局にて交付）

・住民票抄本（所有者が町外在住の場合）、住民票謄本（耕作者が町外在住の場合）

【留意事項】

・農振農用地以外の土地、未相続の土地、権利者及び境界が不明の土地、抵当権・

根抵当権の設定がある土地は、特例事業の対象外となるため申出を受理することが

できません。

・譲渡価格が0円(※)の場合は、特例事業（農地売買等事業）の対象外となります。

※時価より大幅に安い金額の場合も対象外となる可能性があります。

・譲渡価格に対して手数料を農業公社に支払う必要があります。

法人の場合は、氏名を次のとおり記載してください。
株式会社○○○　代表取締役　金ケ崎太郎（担当：○○）

共有地の場合は、氏名を「代表者名＋外○名」と記載してください。
※持分の全員の同意が必要です。（後日同意書提出）


